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Ｉ
． は じ め に

今 日の 環 境 変 化の 激 しい 状 況 に お い て 付 加 価 値 会 計の 重 要 性 は 一 層 高ま って い る。 配 当 可 能

利 益 の 算 定を 基軸 と す る 伝 統 的 会 計 が 従 来 大 き な 機能 を 果た して き た こ と は 確 か で あ る。 株 主

に と って 重要 な 判 断 基 礎と な る 「１ 株 当 り 当 期 利 益」 は 配 当 可 能 利 益 算 定の 計 算 構 造 と 密 接 に

関 わ って い る。 し か し、 この 配 当 可 能 利 益 に 関 連 す る 情 報の み で も 不 十 分 で あ る。 株 主 以 外 の

そ の 他多 くの 利 害 関 係 者の 情 報 欲 求 に 十 全 に 応え て い けな い か らで あ る。

例 え ば、 フ ラ ン ス 企 業 会 計 に お い て 付 加 価 値 の 測 定 ・ 開 示が 極 めて 重 要 視 さ れ て い る。 そ れ

は、 企業 会 計 に お いて 生 産 性 測 定の 基 礎 資料 を 提 供 す る と か、 従 業 員 持 株 制 度 の 運 用 に 対 応 せ

しめ て 利 潤 分 配制 の 算 式に 関 して 付 加 価 値 情 報 を 必 要 と して い る こ と と か に よ る。

ま た、 フ ラ ン ス に お い て は 会 計 標 準 化 思 考 の も と、 企 業 会 計 シ ス テ ム を マ ク ロ 次 元 の 社 会 会

計 （な い し経 済会 計） シ ス テ ム との 体 系 的 一 貫 性 ・ 整 合 性を 確 立 し た い と い う 意 図 が 尊 重 さ れ

て お り、 その た め に は 企 業 会 計 の 次 元 に お い て 付 加 価 値の 測 定 ・ 開 示 が 準 備 さ れ て い る 必 要 が

あ る。

以 上 の ごと く 企 業会 計に お いて 付 加 価 値の 測 定 ・ 開 示 が 要 請さ れ る の であ る。 他 方、 フ ラ ン

ス は 「付 加 価 値 税 （Ｔ Ｖ Ａ） の 母 国」 と い わ れ る よ う に 早 く か ら 付 加価 値 税 制 度 が 実 施 に 移 さ

れて い る。 わ が 国 の ｒ消 費 税」 も 付 加 価 値 税 を モ デル と し こ れ に 類 似 す る もの で あ る。

さ て、 企 業 会 計 に お ける 付加 価 値の 測 定 ・ 開 示 と 付 加 価 値 税 の 関 連 性の 追 究に つい て は 意 外

に 考 察 さ れ て い な い の で、 こ の 間 隙を う める べ く 検 討 を 加 え て みた い。

皿． フ ラ ン ス 企 業 会 計 と 付 加 価 値

フ ラ ン スの 企 業 会 計は 商 法 典 ・ 商 事 会 社 法 上 の 会 計と して 考 察 さ れ る べ き で あ り、 商 法 典 は

商 人 の 性 質 を 有す る す べて の 自 然 人ま た は 法 人が、 企 業の 財 産 に 影 響 す る 変 動 に つ い て の 会 計

記 録 を 求 め、 会 計 帳 簿 （ｄｏ㎝ ｍθｎｔｓ ｃｏｍｐｔａｂ１ｅｓ） の 作 成 を 要 求 し、 商 事 会 社 法 で は と く に 商 事

会 社 に 対 す る 規範 と して 計 算 規 定 に 注 目 さ れ る。 ま た こ の 商 事 会 社 法を 補 完 す る 施 行 規 範 と し

て 商 事 会 社 法の 適 用の た めの デク レが 措 定 さ れ、 そ こ で の 計 算 規 定 な い し 会 計 基 準 も 注 視 さ る

べ き で あ る。
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欧 州 諸 国の 会 社 法を 調 和 化 す る 目 的で、 １９７８年 ７月２５日 Ｅ Ｃ 理 事 会 第 ４ 号 指 令 が 制 定 さ れ、

ブ ラ ン スで は こ れ と 調 和 化 す る も の と して 国 内 化 し、
１９８３年 ４ 月３０日 法 律 （い わ ゆ る 「調 和 化

法」 ） 、 及 び 同 年１１月 ２９日 「調 和 化 法」 施 行 の た め の デ ク レ が 制 定 さ れ、 こ の 下 で、 商 法 典、

商 事 会 社 法、 同 法 施 行 の た め の デク レが 改編 整 備 さ れ た。 そ し て、 こ れ ら 法 規 範 に か か る 計 算

規 定 ・ 会 計 基 準 を 補 完 す る も の と し て ブ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル ・ ジ ェ ネ ラ ル が 把 握 さ れ て い る 。

こ のよ う に Ｅ Ｃ 会 社 法 会 計と 調 和 化す る も の と して の フ ラ ンス 会 計 規 範 に お い て 特 徴 的な こ

と は 商 事 会 社の 規 模 を 考 慮 して、 特 定の 規模 判 定 規 準 に 従 っ て 小 規 模 企 業、 中 規 模 企 業、 大 規

模 企 業に 分 類 し、 こ れ らそ れ ぞれ の 企 業に 対 して、 詳 細 性 を 異 に し た 計算 書 類 の 作 成 開 示を 求

め て い る こ と で あ る。 中 規 模 ・ 大 規 模 企 業 に 対 し て は ｒ基 礎 シ ス テ ム」 の 計 算 書 類， 小 規 模 企

業 に 対 し て は ｒ簡 易 シス テ ム」 の 計 算 書 類の 作 成 開 示 を 要 求 し て い る。 そ して、 と く に 大 規 模

企 業 に 対 し て は 付 加 価 値 情 報に つい て の 詳細 な 内 容 を 盛 り 込 ん だ 「発 展 シス テ ム」 に 任 意 ・ 自

発 的 に 依 拠 し て 計 算 書 類 の 作成 開 示を 奨 めて い る
１〕

。

こ の 「発 展 シ ス テ ム」 の 計 算 書 類 の 内 容 に つ い て は１９８２年 プ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル ・ ジ ェ ネ ラ ル

に お い て 明 示 さ れ て い る が、 そ こ で は す でに 指 摘 し た よ う に、 企 業 の 経営 管理 およ び 企 業 会 計

と 社 会 会 計 と の 首 尾 一 貫 性 ・ 整 合 性の 確 保を 考 慮 し た 付 加 価 値 情 報の 提 供を 行う 成 果 計 算 が 準

備 さ れ て い る の で あ る。

皿． 「発展システム」 の成果計算脅

Ｅ Ｃ 第 ４ 号 指令 で は
、 成 果 計 算に つ き 「機 能 別 分 類 様 式」 と ｒ性質 別 分 類 様 式」 との 選 択 採

用 を 加 盟 国 に 対 して 許 容 して い る （第２３条 及 び 第２４条） 。 ｒ機 能別 分 類 様 式」 は 周 知の よう に

ア ン グロ ・ サ ク ソ ン系 諸 国 会 計に おい て 一 般 に 馴 染 ま れ て い る 様 式で あ り （わが 国 企 業 会 計 で

も 損 益 計 算 書 に お い て こ の 様 式を 採 用 して い る） 、 売 上 高、 売 上 原 価、 売 上 総 利 益、 販 売 費 ・

一般 管 理 費 等と 順 次 表 示 し て い く 様 式 で あ る。 こ の 場合、 売 上 原 価の 算 定 基 礎 と し て 製 品 製 造

原 価 の 算 定が 行 わ れる こ と を 要 求 す る。

こ れ に 対 し ｒ性 質 別 分 類 様 式」 は ブ ラ ンス 他 欧州 大 陸 諸 国で 馴 染ま れ て お り、 収 益、 費 用 に

つ き 性質 別 表 示を 重 視 し、 売 上 高、 そ の 他 の 収 益、 原 材 料 費、 人 件 費 等 と し て 順 次 表 示 して い

く 様 式で あ る。 製 造 原 価で は な く 総 原 価 の 算 定 を 重 視す る 様 式で あ る。 フ ラ ンス で は 総 原 価 の

算 定を 重 視 し、 性 質 別 分 類 様 式 の 採 用 を 行 って い る。

すで に みた よう に、 Ｅ Ｃ第 ４ 号 指 令 と 調 和 化 し た 商 法 典に おい て ３ つの 規 模 規 準 （資 産 総 額、

売 上 高、 従 業 員 実 数 の 規 準） に 基 づ き 企業 を 規 模 別 に 分 類 し、 中 規 模 企 業、 大 規 模 企 業に 対 し

て プ ラ ン ・ コ ンタ ブ ル は 「基 礎 シス テ ム」 の 採 用を 求 めて い る （小 規 模 企 業 に 対 して は 「簡 易

シ ス テ ム」 の 採 用 を 準 備 して い る） 。 商 法 典に よ っ て 義 務 的 に 採 用 さ る べき も の は 基 礎 シ ス テ

ムと 簡 易 シ ス テ ム で あ る （簡 易 シス テ ムを 採用 す る 企 業 は 任 意 に 基 礎 シス テ ムを 選 択で きる。

し か し そ の 逆 は 可 能 で な い） 。 な お、 プ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル ・ ジ ェ ネ ラ ル で は 大 規 模 企 業 に 対 し
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て 「発展 シス テ ム」 の 採用 を 任 意で は あ る が 奨 め て い る。

「発展 システ ム」 の 成 果 計 算 書 で は 付加 価 値の 測 定 表 示 が 重 視 さ れ て い る。 「基 礎 シス テ ム」

で は 性質 別 分 類 様 式 がと られ て いる。 こ れ に よ っ て 付 加 価 値の 測 定 が 容 易に な り、 か っ 「発 展

シ ス テ ム」 への 組 替 移 行を 容 易 に す る。 企 業 次元 に お い て 付加 価 値の 測 定 が 容 易 と な り 社 会 会

計 への デ ー タを 迅 速 に 提 供す る と い う 側 面 が 強調 さ れ る もの と な って い る。 マ ク ロ 次 元 で の 一

国の 経 済 経 営 にか かる 基 礎 情 報 を 容 易 に 提供 しう る シ ス テ ムと も な って い る。

い ま、 「発 展 シ ス テ ム」 に お け る 成 果 計 算 書 様 式 を 次 に 示 し て み る。

１． 売 上 繕 利 益

萱品葦 側 差葉二誰利益

５ 経 営 成 果

薫１ゴ：ｌｌｌ㌧
２． 当 期 生 産 高

１錐；蓑慧一奮意

３． 付 加 価 値

１峻
４． 粗 経 営 余 棄０

差 益 ＝ 付加 価 値

１制一

６

７

税引前経常成果

１；
蕎
；
肇針１虹

臨 時 成 果

誓８時ち篤／差慧；成果

８． 当 期 成 果

響 ㍉額ト
こ の ｒ発 展 シス テ ム」 の 成 果 計 算 書 に お い て、 ｒ１． 売 上 博 利 益」 の 項 目は、 商 品 売 上 原 価

を 控 除 し た 差 額 で あ り、 商 業 部 門の 項 目 を 示 す の で あ る。 ま た
、

「２． 当 期 生 産 高」 は 工 業 部

門 で の 項 目 を 示 す の で あ る。 し た が っ て、 「３． 付 加 価 値」 は、 そ の 算 式 か ら 明 ら か な よ う に 、

商 業 部 門 と 工 業 部 門 と の 両 部 門を 総 合 し た 付 加 価 値 を 示 して い る。 企 業に おい て 商 企 業 で あ れ

ば、 ｒ１． 売 上 総 利 益」 と 「３． 付 加 価 値」 が 記 載 さ れ る こ と に な る。 企 業 が 工 企 業 に 属 す る

場 合 に は、 ｒ１． 亮 上 俺 利 益」 の 項 目 は 表 示 さ れ ず、 「２． 当 期 生 産 高」 と 「３． 付 加 価 値」
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が 表 示さ れ て いく。 企 業の な か で も 商 業 部 門 と 工 業 部 門の 両 部 門 を 有 し て い る 場 合 が あ る。 こ

の 場 合 に は、 「１． 売 上 構 利 益」 、 ｒ２． 当 期 生 産 高」 、 ｒ３一 付 加 価 値」 が 表 示 さ れ る。 つ

ま り ｒ３． 付 加 価 値」 の 項 目 は、 マ ク ロ 次 元 で 考 え て み る と 商 企 業、 工 企 業、 あ る い は 商 業 ・

工 業 両 部 門を 有す る 企 業 の 全 体 を 総 合 した デ ー タ を 示 して い く も の で あ る。 っ ま り、 本 成 果 計

算 書は ミ ク ロ 次 元 の 付 加 価 値 を 示 して い る が、 マ ク ロ 次 元 の 社 会 会 計に っ な げて い く こと を 容

２〕

易 に し て い る 。

さて、 こ の 成 果 計 算 書 に よ っ て、 と く に 当 期 生 産 高、 付 加 価 値、 粗経 営余 剰な どの 企 業 経 営

管 理 上 に 有 用 な 情 報 の 提 供 が 可 能と な り、 生 産 性 分 析 ・ 成 果 分 配に 関 連 した 基 礎 を 得 る こ と が

で き る。 ま た、 粗 経 営 余 剰 は 企 業の 計 算 費用 （つ ま り、 償 却、 引 当 金 繰 入 項 目） や 金 融 活 動 要

素 の 影 響 を う け な い 企 業活 動 本 来の 業 績 を 示 し、 各 種 管 理 目 的 に 資す る もの で あ る。 ま た、 こ

れ ら の 情 報 は 社 会 会 計に 対 す る 有 益な 貢 献と い う 点 か らも 見 逃 せな い。

も と も と プ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル に よ っ て 「発 展 シ ス テ ム」 は、 国 立 統 計 経 済 研 究 所 （Ｉ Ｎ Ｓ Ｅ

Ｅ） の ごと き 国の 経 済 調 査 機 関 に 対 して 社 会 会 計 に 関 連す る 標 準 化 した 情 報の 収 集 を 可 能 に す

る と い う 目 的が 付 与さ れ て いる３〕
。 企 業 成 果 計算 に お ける 当 初 段 階 での 会 計 処 理 の 判 断 要 素 の

あ ま り 介 入 しな い これ らの 情 報 は、 社 会 会 計 に と って 極 めて 有 益 な 基 礎 資 料 と な る こ と に 注 目

さ れ る。

さ らに、 上 記 成 果 計 算 書 の 粗 経 営 余 剰 以 下 の 項 目で は、 経 常 成 果、 臨 時 成 果、 当 期 成 果 な ど

が 注 目さ れる。 こ れ らは 経営 管

中 権 シ ス テ ム 勘 定 社 会 会 計 勘 定
理 上 に お い て も 有 用 で あ る が、

１ 冊 １ ． １ ‘ ■１ ｝ 山 「 ■ ■ ■ ■ 【Ｉ Ｉ ．

使 途 源 泉 使 途 源 泉

生 産 勘 定 生 産 勘 定

消 費 同
（材 料 消 費 高

十 そ の 他 の 消

費 高）
粗 付 加 価 値

生 産 高

（売 上 高 十 自

家 用 工 事 十 付

随 収 益）

棚 卸 資 産 変 動
古
同

中 間 消 費 同

粗 付 加 価 値

生 産 高

経 営 勘 定 経 営 勘 定

人 件 費
（賃 金給料十
社会的費用）
間 接 税
粗経営余剰

粗 付加 価値

経 営助成 金

従 業 員 報 酬

生産関連租税

粗 経 営 余 剰

粗 付 加 価 値

経 営 助 成 金

成 果 勘 定 所 得 勘 定

財 務 費 用

税引前当期
総 利 益

粗経 営余剰

財 務 収 益

保 険 差 益

支 払 利 息

支 払 配 当

法 人 税

粗 経 営 余 剰

保 険 金

受 取 利 息

受 取 配 当
法 人 税

自己金融力

税引前 当期
総 利 益
臨 時 損 益

配 当 金 自己 金融カ
従業員 参加

額
自 己 金 融

む し ろ 株 主、 債 権 者 等 の 外 都の

利 害 関 係 者 が 投 資判 断を 行 った

りす るさ い に 貢献す る の で あ る。

以 上 の よ う に 「発展 シス テ ム」

の 成 果 計算 書は、 計 算 区 分を 明

ら か に して 企 業の 経 営 管 理 や 社

会 会 計に 対す る 情 報 提 供 目 的 を

果 して おり、 他 方で 利 害 関 係 者

の 意思 決 定の 基 礎を 提 供 す る と

い う 目 的を も 有 して い る。

と こ ろ で、 企 業 の 成 果 計 算 は、

マク ロ 次 元 で 全 体 的 に 統 合 せ ら

れ、 こ の 統 合 を 推 進 して 統 計 情

報の 改 良 を 可 能 に す る。 統 合 の

過 程で 導 入 さ れて い る の が 「中
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継 シ ス テ ム （ＳｙＳｔさｍｅ ｉｎｔｅｒｍ６ｄｉａｉｒｅ）」 で あ り、 こ れ に よ っ て 会 計 デ ー タ に つ い て の 経 済 的 表

示を 構 成す る。 企 業 の ｒ中 継 シス テ ム」 は、 企 業 会 計で 得 ら れ る 企業 所得 に か かる 税 務 申 告 関

連 情 報 や、 企 業 に 対 す る 年 次 ア ン ケ ー ト等の 情 報を 中 継 的 に 承 継 し、 これ を 加 工 して 社 会 会 計

の 中 枢 カ ドル に お け る 会 社 ・ 準会 社 部 門の 諸 勘 定 へ 引 渡 す べ き 中 間 的 位置 づ け と して 存 在 し て

い る。 中 継 シ ス テ ム で の 具 体 的な 勘 定 は、 企 業 会 計 と 社 会 会 計で 使 用 さ れ る 勘 定と の 中 間 点 を

占 めて い る が、 こ れ を 社 会 会 計勘 定 と の 関 連で 図 示 す る と 前 頁 の よ う に な る。

こ の 構 造 を 眺 め て み る と、 １９８２年 プ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル に 基 づ く 企 業 会 計 成 果 計 算 体 系 は 、 中

継 シ ス テ ム を 介 在 せ し め て 社 会 会 計の 勘 定 体 系 に 接 近 せ し め た 関 係 が 樹 立さ れて い る こ と が 理

解 さ れ る。 ８２年 プ ラ ン ・ コ ン タ ブ ル で こ の よ う に 社 会 会 計 の 思 考 と 一 貫 し た 内 容 の も の に 改 善

した のは、 実 際 に 行 わ れ て い る 企 業会 計に 対 し て 若 干 の 組 替 装 置 を 導 入 して マ ク ロ の 社 会 会 計

情 報 を 正 確 か つ 迅 速 に 入 手 せ し める と い う プ ラ ン・ コ ンタ ブ ル改 正 当 時の 動 機な い し 目 的 が 十

分 働 いた も の と 考 え ら れ る の で あ る。

と く に、 企 業 会 計 次 元 で の 付加 価 値 測 定 が 社 会 会 計 次 元 で の 付 加 価 値 表 示と 強 く 関 連 づ け ら

れて い る 点 を 見 落 す べき で な い。 そ れ ゆ えま た 企 業 会 計 次 元 で ｒ粗」 付加 価 値 を 測 定 表 示 す る

もの と も な っ て い る 点 に 注 目 さ れ る べ き で あ る。

Ｗ． 付加 価値と付加価値税

す で に み た よ う に 付 加 価 値 測 定に おい て 重 要 な こ と は
、 商 業部 門の 売 上 総 利 益、 工 業 部 門 の

当期 生産 高の 正 確な 把 握で あ る。 こ れ が 不 正 確な 把 握で あ れ ば 付 加 価 値 を 正 確 に 測 定 でき な い。

この 場 合 の 商 業 部 門 の 売 上 総 利 益、 工 業 部 門 の 当 期 生 産 高の 把 握に お いて と く に 強 調 さ れ る べ

き は 商 品 売 上 高、 製 品売 上 高 の 正 確な 把 握 の 重 要 性 で あ る。 そ の 正 確 な 把 握 に よ っ て、 正確 な

付 加 価 値 測 定 を 可 能 に す る。

こ の よ う な ミ ク ロ の 企 業 次 元で の 当 期 生 産 高 や 付 加 価 値の 正 確 な 測 定 が で き な け れ ば、 マ ク

ロの 社 会 会 計 次 元 で の 生 産高 や 付 加価 値 の 正 確 な 測 定 を 不 可 能 に し、 ひ い て は マ ク ロ経 済 次 元

での 国 民 総 生 産 （Ｇ Ｎ Ｐ） の 正確 な 把 握 を 困 難 に す る。 その こ と に よ り、 一 国 の 経 済 政 策 ・ 経

済 計 画 の 策 定運 用 に 支 障を 来 して いく。

っ ま り 商 品 売 上 高、 製 品 売 上 高の 正 確 な 把 握 が ミク ロ の 企 業 次 元 の み で な く、 マ ク ロの 社 会

会 計 次 元 に お い て も 極 め て 重 要 で あ る こ と が 理 解 さ れ る。 フ ラ ン ス で は、 こ の 商 晶 売 上 高、 製

晶 売 上 高 の 正 確 な 把 握に 側 面 か ら 貢 献 し て い る の が 「付 加 価 値 税」 の 運 用 に 関 連 して ｒ送り 状

（ｆａｃｔｕｒｅｓ） 」 制 度 を 強 力 に 推 進 し て い る こ と で あ る 。 「送 り 状」 制 度 に 基 礎 づ け ら れ た 「付

加 価 値 税」 制 の 運 用 が 商 品売 上 高こ 製 晶 売 上 高 の 正 確な 把 握 に 貢 献 し て い る 事 実 が 案 外 一 般 に

見 落 さ れ て い る の で あ る。

フ ラ ンス で は 「付 加価 値 税」 制 を 早 く か ら実 施 して いて、 「付 加 価 値 税 の 母 国」 と い わ れ、

こ れ が 今 日 世 界 各 国 で 運用 さ れ て い る 付 加 価 値 税の 範 型 とな って い る。 わ が 国 の 「消 費 税」 も
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基 本 体 系 に おい て は 付 加 価 値 税 に 類 似 し て い る。 し か し、 わ が 国の 消 費 税 制の 運用 に お いて は

ｒ送 り 状」 制 度が と り 入 れ ら れて お ら ず、 ｒ帳 簿 方 式 （ア カ ウ ン ト 方 式） 」 がと ら れて い る と

か、 複 数 税 率 方 式で は な くて 一 率 課 税 （現 行 ３ ％） 方 式が と られ て い る と かの 相 違 があ る。

と に か く、 フ ラ ン スの 付 加 価 値 税 制 に お い て 「送 り 状」 制 度が 根 底に 位 置 づ け ら れて い る 点

に 特 徴 が あ る。 第 二 次 世 界 大 戦 直 後 の、 １９４５年 ６ 月３０日 オ ル ド ナ ン ス （Ｏｒｄｏ ｍａｎｃｅ） 第４５－

ｉ４８３号で、 商 人に 対 して 送 り 状 の 作 成 を 義 務 づ けた。 送り 状に は 取 引 当 事 者の 氏 名、 住 所、 価

額等 が 記 載さ れる。

送 り 状 は 会 計 上の 記 録 に 証 拠 価 値 機 能 を 与 え、 価 値 検 証 手 段と して 役 立 ち、 か つ 付 加 価 値 税

制 を 実 施 し や す く す る と い う 役 割 （Ｃｏｄｅ Ｇ 晶 岳ａ１ ｄｅｓ Ｉｍｐもｔｓ， ａｒｔ． ２８９－ １ ） を も っ て

い る。 送 り 状 制 度の 運 用 に は 罰 則 に よ る 制 裁措 置が 組 み 込ま れて お り、 こ の 制 度 の 遵 守 を 保 証

す る もの で あ る （上 記 オ ル ドナ ンス 第４９条、 １９５２年 ４月１４日 行 政 法 第４９条） 。 送 り 状 を 欠く 取

引 に は 税 務 上の 罰 則 も 課 せ ら れ て い る 点が 注 目さ れ る。 要す る に、 送 り 状 は、 給 付 の 受 入れ、

販 売 の 条 件 を 確 認 す る た め に 商 人 に よ っ て 作 成 さ れ る 文 書 で あ る （Ｃｏｄｅ ｄｅ ｃｏｍ ｍｅｒｃｅ， ａｒｔ．

１０９） 。

す べ て の 職 業、 す な わ ち 工 的 職 業、 商 的 職 業、 サ ー ビ ス 提 供 職 業 は、 工 業 ・ 商 業 の 必 要 性 の

た めに 行 わ れ るす べて の 売 買、 サ ー ビ ス 提供 の た め に 送 り 状 を 作 成 し な け れ ばな らな い。 付加

価 値 税の 納 税 義 務 者、 つま り 他 の 納 税 義 務 者 への 財 貨 ・ 用 役 を 提 供 す る 者 は 送 り 状 の 作 成が 求

め ら れ る 。

送 り 状 は ２ 通 作 成 さ れ、 販 売 ま た は 用 役 提供 が 確 定 的 と な っ て か ら 以 降 に 物 件 及 び価 額に 関

して 合意 が 成 立 して か ら 以 降 に こ れ を 作 成す る もの と す る。 送 り 状 の 保 存 に っ い て は、 原 本を

得 意 先 で あ る 買 主 側 に、 写 し を 売 主 側 に お い て 日 付 順 に 税 務 上 で は ６ 年 間 （Ｃ Ｇ Ｉ
， ａｒｔ． Ｌ

８２） ， 商 業 上 の 証 拠 書 類 と し て は １０カ 年 問 （Ｃｏｄｅ ｄｅ ｃｏｍｍｅｒｃｅ， ａｒｔ． １６） ，
当 該 書 類 を 保

存 し な け れ ば な ら な い。

売 主 が 買 主 に 対 して、 商 品 の 返 送、 値引、 包 装 晶 引 取 り 等 を 理 由 と して 一定 の 返 済 義 務が 生

じ る が、 そ の さ い に は 修 正 送 り 状 （ｆａｃｔｕｒｅ ｒｅｃｔｉｆｉｃａｔｉｖｅ） が 作 成 さ れ る。

付加 価 値 税 は 消 費 に か か る 間 接 税 で あ る （当 事 者 の 他 方 の 側 か ら み れ ば 売 上に か か る 間 接 税

と もい える） 。 企 業の 次 元 で 仕 入 ・ 購 入に つい て 支 払 っ た 税 を 控 除 す る と い う 原 則 を 機 能 せ し

めて （つ ま り 累 積 排 除 方 式 で） 、 付 加 価 値 税の 負 担 分 は、 あ る 企 業 か ら 給 付の 製 造 プ ロ セ ス の

進 行 に 沿 って、 その 次 の 取 引 企 業 へ 転 嫁 さ れ て い く。 か く し て 転 嫁 し えな い 最 終消 費 者の み が

その 購 入に 支 払 っ た 付 加 価 値 税 を 控 除 で き ず、 税 負 担を 行 う こ と に な る。 ｒ付加 価 値 税」 と い

われ る ゆ え ん は、 仕 入 ・ 購 入に 一 定 率 に よ って 支 払 っ た 税 を 売 却 に か か った 同 率に よる 税 か ら

控除 して、 結 局は 付 加価 値に 同 率 に よ る 課 税 を 行 う こ と に よ る こ と か ら 由 来 し て い る の で あ る。

ち な み に、 １９７７年 ５月１７日、 Ｅ Ｃ 理 事 会は 売 上 高 税 に 関す る 加 盟 各 国の 法 律の 調 和 化 に 関 す

る 第 ６ 号 指 令 を 採 択 した。 フ ラ ン ス は 同 指 令 と 調 和 化 せ しめ て１９７８年１２月２９日 法 律 に よ っ て 国
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内 化 し た 付 加 価 値 税 法を 制 定 し、 １９７９年 １月 １ 日 よ り 実 施 に 移 した。 こ れに よ って 経 済 活 動 の

大 半 に そ の 適 用 領 域 を 拡 張 し たの で あ る。 例 え ば１９８０年 に お ける フ ラ ン ス 国 家 予 算 額 に 占 め る

付 加 価 値 税 の 比 重 は４２．３％に 達 して お り、 い か に こ れ の 税 収 に お ける 重 要 性 が 高 い か が 注 目 さ

れ る。

企 業 次 元 で の 付加 価 値 測 定 の 正 確 化 を 期 し、 利 害 関 係 者の 有 効 な 意 思 決 定 や 判 断 を 可 能 に す

る た め に は、 商 晶、 製 品、 材 料 等 の 棚 卸 資 産 の フ ロ ー の 実 際 状 況、 つ ま り そ の 仕 入 ・ 購 入、 販

売 に か か る 情報 が 正 確に 把 握 さ れ な け れ ばな らな い。 こ の こ と に 関 違 して フ ラ ンス で は 付 加価

値 税 の 運 用 を 基 礎 づ けて いる 「送 り 状」 の 果 して い る 機 能の 大 き い こ と を 指 摘 した の で あ る。

証 拠 価 値 を 有す る もの と して の 「送 り 状」 の 実 際適 用 の 適 正 化を は か る か ぎ り 上 記の ごと き棚

卸 資 産 の フ ロ ーの 測 定の 正 確 性 を 期 す こ と が で き る。

企 業 の 付 加 価 値 の 測 定 に お い て、 商 晶、 製 品、 材 料 等 の 棚 卸 資 産 の 仕 入 ・ 購 入 高、 販 売 ・ 売

却 高、 在 庫 高を 正 確に 認 識把 握 す る こ と は 極 め て 重 要で ある。 そ れ が 正 確 に 行 え な けれ ば 企 業

の 付 加 価 値 測 定が 正 確に 行 え な い ば か り か、 さ らに マク ロ 経 済 次 元 で の 生 産 高、 付加 価 値、 ひ

い て は 国民 所得 の 算 定を も 不 正 確 に す る。 こ の よ う に 考 えて み れ ば、 付 加 価 値 税 制 の 運用 を 基

礎 づ け て い る 送 り 状 制 度の 運 用の 重 要 性 が 知 られ る の で ある。

企 業 の 社 会 的 責 任 に 関す る 情 報 に お い て も付 加 価 値は 決 定 的 に 重 要 な 指 標 で あ る が、 こ の 社

会 関 連 情 報 の 正 確な 公 表 値を 得 る た め に も 送り 状の 地 位 が 再 認 識 さ れ る べ き で あ る。 社会 関 連

情 報 ・ 社会 関 連 会 計 に お いて 付 加 価 値 情 報 の 正 確な 確 保 が 保 障 さ れ る こ と が 重 要 で あ り、 付 加

価 値 測 定 に お ける 送 り 状の 意 義 が 再 認 識 さ る べ き で あ る。

わ が 国で は、 付 加 価 値 税 類 似 の 消 費 税 の 運用 に ｒ帳 簿 方 式」 を 採 用 し て い る が、 帳 簿 記 録の

改 ざん の 可 能 性 が 生 じう る。 ま た 送 り 状 制 度を 運用 し な け れ ば、 個 別 の 物 財 に っ い て の 正 確 な

流 入・ 流 出 の 跡 づ け を 困 難 に す る。 そ の こ と に より、 棚 卸 資 産 の フ ロ ー の 測 定 を 実 態と は 乖 離

せ し め て、 不 正 確な 付加 価 値 の 測 定 を もた らす おそ れ を 生 ぜ し め る。 む や み に 外 国の 規 範 ・ 会

計 基 準を と り 入 れる こと は 指 弾 さ れ る が
、 優 れ た 点 は 十 分 熟 考 摂 取 す る 謙虚 さ ・ 度 量の 大 き さ

が 求 め ら れ る。

Ｖ． フランス付加価 値税 とわが国消費税との比 較

売 上 高 税 に 関 す る Ｅ Ｃ 理 事 会 指 令 と 調 和 化 して、 フ ラ ンス で は１９７８年１２月２９日 法 に よ り 付 加

価 値 税を７９年 １月 １ 日 よ り 実 施に 移 した。 こ れ に よ っ て フ ラ ンス 経 済 活 動の 大 半 に 適 用 領 域 を

拡 げた の で あ る。 付 加 価 値 税 の 税 率 は 単 一 でな く 次 の ごと く 複 数と な って い る こ と に 注 目 さ れ

る
。

・ 超 軽 減 税 率 ： 大 半 の 食 料品 （た だ し 牛 乳 ま た は 非 ミ ネ ラ ル以 外の 飲 料 を 除 く） ま た は 医

薬 品 に つ い て は５．５０％

・ 軽 減 税 率 １ 第 一 次 必 需 性 給 付、 す な わ ち 住 居 （た だ し ｒ４ つ 星」 ホ テ ル ま た は 箸 移 性 ホ
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テ ル を 除 く） 、 人 員 輸 送、 文 化、 農 業 （飼 料、 家 畜 用 食 物） に つ い て は ７ ％

・ 過 大 税 率 ： 著 移 性 給 付、 淫蕩 性 給 付 （ポ ル ノ 出 版 物 ・ 芝 居） 、
Ａ Ｖ （文 化 手 段に 関 わる

こ と を 問 わ な い。 Ｔ Ｖ 以 外 の 写 真、 ラ ジ オ、 た だ し、 デ ィ ス ク、
カ セ ッ ト、 通 常 税 率 の 適

用 を う け る そ の 他 の 音 再生 事前 記 録 媒 体 を 除 く） に つ い て は３２．３％

・ 通 常 税 率 ： 上 記 の ほか の す べて の 取 引 に つ い て は１８．６％、 と く に 用 役 提 供の 大 半の 項 目

が そ う で あ る （例 え ば 遊 覧 用 乗 物の 維 持 ・ 修 繕 の 用 役 もこ れに 含 む） 。

・ 特 別 税 率 （な い し 最 高 税 率） ： 特 定 の 給 付 ま た は 用 役 で あ っ て、 と く に１９８７年 ９ 月 １７日

以 降、 遊 覧用 乗 用 車の 売 却ま た は 賃 貸 に つ い て は２８％ の 税 率の 適 用 と さ れた （し か し、 こ

の 税 率 に つい て は 高す ぎる と し て 消 費 拡 大 の 目的 で９０年 度 の 税 制 改 革 で２５％ に 引 下 げ られ

た こ と に 注 目さ れる）。 た だ し、 当 該 乗 用 車 か らの 引 離 し 可 能 部 晶 は 通 常 税 率 の 適 用 の 恩

恵 を う け る 。

さ て、 フ ラ ン スの 付 加 価 値 税 は 経 済 活 動 に お ける 生 産か ら 流 通ま で、 ま た 用 役 提 供 の 各 段 階

に お い て 新た に 付 加さ れ た 価 値 に 着 目 し、 こ れに 対 して 課 す る 租 税 で あ り、 多 段 階課 税 型の 間

接 税 で あ る。 し か し、 税 の 累 積 排 除 方 式 で あ る 。

そ の 累 積 排 除 方 式と して 「送 り 状」 に よ る 仕 入 ・ 購 入 税 額 控 除 方 式 を 採用 して い る。 具 体 的

に は ｒ月 次 申 告制」 を と っ て お り、 １ ヵ 月 の 課 税 期 問 ごと に、 同 期 間 中 の 売 上に 課さ れた 税 額

の 合 計額 か ら、 同 一 期 問 中 の 仕 入先 か ら 受領 した ｒ送 り 状」 に 記 載 さ れ た 税 額の 合 計 額を 控 除

して 納 付 税 額を 算 出 す る 方 式 で あ る。 し か し、 す で に み た よ う に 給 付 の 品 目の 相 違に 対す る 複

数 税 率 制 を と り 入 れ て い る の で、 各 給 付 に つ き、 超 軽 減 税 率、 軽 減 税 率、 過 大 税 率、 通 常 税 率、

特 別 税 率 の い ずれ の 範 曙 に 属 す る 項 目で あ る か が 明 確 に さ れ て い な けれ ばな らな い。 送 り 状 方

式 を と っ て い る こ と が こ れ を 可 能 に す る の で あ る。

わ が 国 の よ うに ｒ帳 簿 方 式」 を と って いる 場 合 に は、 す べ て の 給 付項 目に つき 一 率 税 方 式 を

適 用 す る こと には 適 し て い る が、 複 数 税 率 方 式 を と る こ と は 困 難 と な る。 将 来 わ が 国 で 消 費 税

の 見 直 し ・ 改 正 が 行 わ れ る さ い、 フ ラ ン ス 等 Ｅ Ｃ 諸 国 の よ う に 複 数 税率 方 式を 採 用 し た い と い

う 方 向が 確 認 さ れ れ ば ｒ帳 簿 方 式」 の 存 続に 対 し て 反 省 が 促 さ れ る で あ ろう （将 来の 急 速 な 高

齢 化 社会 の 到 来 が 見 込 ま れ る 状 況の もと で、 所 得 税 ・ 法 人 税 中 心の 直 接 税 に 比 重 を 置 い て い る

こ とに 反 省が 加 えられ ると と も に
、

一 率 ３ ％ 課 税の 間接 税の 見 直 し が 行 わ れ る こ と も予 想さ れ、

ま た、 そ れ と の 関 連 で 複 数 税 率 採用 が 提 唱さ れ る こ と に な れ ば ｒ送 り 状」 方 式の 採用 も 検 討 課

題 と さ れ よ う） 。

要す る に、 フ ラ ンス の 付 加 価 値税 は、 送 り 状 に よ り、 税 が 価 格に 上 乗 せ さ れ た こ と が 明 確 に

な り、 税の 転 嫁 が 容 易 で あ る こ と、 さ ら に、 控 除 す べ き 税 額が 明 確で あ る た め、 輸 出 取 引 の 場

合の い わ ゆ る 「国 境 税 調 整」 が 適 確に 行 わ れ る こ と、 最 終消 費 者の 負 担 し た 税 額 は 各 段 階 に お

い て そ れ ぞ れ 納 付 し て い る こ と が 明 確 に さ れ 相 互 牽 制 作 用 が 期 得で きる こと、 の 長 所 が あ る。

反 面で、 取 引 が 行 わ れ る つ ど 税 額特 記の 送 り 状 を 発 行 す る 必要 性が 認 識 さ れ る の で あ る。
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わ が 国 消 費 税は フ ラ ンス の 付 加 価 値 税 体 系に ル ー ツ を も つ Ｅ Ｃ 型 付加 価 値 税に 範型 を と って

いて、 多段 階課 税型の 累 積 排 除 方 式 と い う 点 で は 同 質 性 を 有 して いる。 し か し、 ｒ月 次 申 告 制」

が と ら れ て い な い。 今 日、 消 費 税 の 申 告 ・ 納 付 回 数 は 年 ２ 回 と な っ て い る。 ３ 月 決 算 の 企 業 の

場 合 は 決 算 期 末 か ら２ か月 後 の ５月 末と１１月 末が 納 付 日 と な っ て い る。 企業 側 で は消 費 者 か ら

預 っ た 資 金 を 手 元 に お いて 運 用 で き る 状 況と な って い る。 こ の 運 用 益な い し 益 税の 存 在 は 不 合

理で あ る の で、 こ の 件 に 対 す る 見直 しと して は 中 告 ・ 納 付 回 数 を 現 在の 年 ２ 回か ら年 ４ 回 に 増

やす こと が 提 唱 さ れ て い る
４〕

。 そ れ で も 運用 益 問 題 は 完 全 に は 解 消 しな い。 ｒ月 次 申 告 制」 に

す れ ば 殆 ど解 消 す る が、 企 業 の 納 税 事 務 負 担 の 増 大 が 残 る こ と は 否 定で き な い。

す で に 指 摘 し た が、 わ が 国 の 将 来 の 急 速度 で の 高 齢 化 社 会 へ の 突 入を 控 えて、 いま だ 直 接 税

の 比 重の 高 い 状 況 の 見 直 し が 必 ず到 来 し、 一 率 ３ ％ 税 で の 消 費 税の 実 状 が 再 検 討 さ れ る 日 が く

る で あ ろ う。 そ の さ い 社 会 保 障 費の 高 上 昇 化 等 と の 関 連 か ら、 消 費 税 率を 上 げる 間 題 が 浮 上 し

て く る こと が 予 想 さ れ る。 こ れ を 一 率 的 に 上 げて い く こ と に な れ ば、 税 負 担の 「逆 進 性」 間 題

が 重 要 視 さ れ よ う。 そ の 場 合 に は、 必 需 品に は 相 対 的 低 率 と か、 箸 移 品に は 相 対 的 高 率 と か い

う ごと き Ｅ Ｃ 型 付 加 価 値 税 の 複 数税 率 体 系 の 採 用 が 真 剣 に 議 論の 対 象と な ろ う。 そ し て、 ｒ送

り 状」 制 度 の 実 施 徹 底 が 付 帯 的に 必 要と され よ う。

「送 り 状」 制 度 の 運 用 を 徹 底 す る こと は 複 数 税 率 体 系 の 下 で の ｒ国 境 税 調 整」 の 正 確 化 ・ 円

滑 化 に 寄 与 せ し め る こ と に な ろう。 「国 境 税 調 整」 の 正 確 化 ・ 円 滑 化を 期 さ な け れ ば 外 国 と の

対 外 摩 擦 の 問 題 が 派 生 的 に 大 き な もの と なる。 こ の よ う な 文 脈 を 将 来の 高 齢 化 社 会と の か ら み

で 読 みと っ て お く 必 要 が あ る。

ｗ． む す び

以 上、 企 業 の 付 加 価 値 測 定 の 意 義、 内 容、 間 題 点を ま ず 探 っ て みた。 付 加 価 値 は 企 業 の 経 営

管理、 利 害関 係 者との 利 害調 整の 手 段性、 生 産 性 測 定 の 基 礎、 マ ク ロ 経 済 に か か る 社 会 会 計 デー

タ 入 手と の 関 連 性 で 極 めて 重 要 で あ る。 企 業の 社 会 的 責 任 を 表 明す る 情 報、 社 会 関 連 会 計 に お

ける 情 報と して も 不 可 欠 の 意 義を も って いる。 付 加 価 値 の 測 定 は 多 くの 意 思 決 定 に 役 立 つ だ け

で な く、 各 種 利 害 関 係 者 と の 利 害 調 整 機 能を も 十 分 果 た す も の で あ る。

し た が って、 そ の 正 確 な 測 定は こ れ を 十 分 期 待 す べ き で あ る。 その 場 合、 付 加 価 値 税 制 運 用

と の か ら みで ｒ送 り 状」 制 度 が 果た して い る 機 能 が 大 で あ る こ と に 着 目 さる べ き で あ る。 付 加

価 値 税制 度の 運 用 に お け る ｒ送 り 状」 制 度 を 有 効 に 機 能 せ しめ る こと に よ って、 企 業 次 元 で の

財貨 ・用 役の フ ロ ー の 実 態 把 握を 正 確な もの と し、 そ れ が 企 業 の 付 加 価 値 測 定 の 正 確 化 ・ 精 緻

化に 貢 献 す る の で あ る。 社 会 関 連会 計に お け る そ の 有 効 性 が 再 認 識 さる べ き で あ る。

他 面、 付 加 価 値 税 （な い し わが 国の 消 費 税） の 制 度 の 運 用 は 一層 重 要 とな って い る。 こ と に

わが 国の 場 合、 高 齢 化 社 会 の 到 来が 目 前 に 迫 って お り、 直 接 税に 比 重を お く 税 体 系 が 再 検 討 さ

れ る の が 必 至 で、 間 接 税 と し て の 付加 価 値 税 な い し 消 費 税の 相 対 的 重 要 性 方 式 を と り 入 れ る 場
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合 に は ｒ送 り 状」 制 度の 利 点が 見 直 さ れ よ う。 そ の こ と は ｒ国 境 税 調 整」 の 正 確 化 ・ 円 滑 化に

寄 与 し、 「月 次申 告制」 の 容 易 化 を 可 能 に す る こ と が 期 待 され る。

注

１） 野 村 健 太 郎 『フ ラ ンス 企 業 会 計」 １９９０年、 第１５、 第２０章 を と く に 参 照 さ れ た い。

２） な お、 こ の 成 果 計 算 書 に お け る 「共 同 事 業 取 引 成 果 割 当 額」 と か 「企 業 成 長 成果 従 業 員 参 加 額」 と か

が 何 を 意 味 す る か は、 前 掲 ｒ拙 著』 第２０章 ほ か を 参 照 さ れ た い。

３） Ｃｏｎｓｅｉ１ Ｎａｔｉｏｎａ１ ｄｅ １ａ Ｃｏ ｍｐｔａｂｉ１ｉｔ６， 〃ｏπ Ｃｏ 岬 ！ω〃ｅ α πあ ｍ’１９８２
， ｐ．１８３

－

４） 「日 本 経 済 新 聞」 １９９１年 ５月 ３ 日版 第 ５ 面。


